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�

日
刊
（
日
曜
日
、
土
曜
日
、
休
日
休
刊
）

１

目

次

規

則

○
都
市
再
生
特
別
措
置
法
に
基
づ
く
都
市
再
生
安
全
確
保
計

画
に
係
る
特
例
措
置
に
関
す
る
事
務
施
行
細
則
の
一
部
を

改
正
す
る
規
則
…
…（
都
市
整
備
局
市
街
地
建
築
部
調
整
課
）…
�

告

示

○
不
健
全
図
書
類
の
指
定
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…（
青
少
年
・
治
安
対
策
本
部
総
合
対
策
部
青
少
年
課
）…
�

○
建
築
基
準
法
に
よ
る
道
路
の
指
定
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…（
都
市
整
備
局
多
摩
建
築
指
導
事
務
所
開
発
指
導
第
二
課
）…
�

○
建
築
基
準
法
に
よ
る
道
路
位
置
の
指
定
…
…
…
…
…
…（
同
）…
�

○
建
築
基
準
法
に
よ
る
道
路
位
置
の
指
定
の
変
更
…
…
…（
同
）…
�

○
東
京
都
環
境
影
響
評
価
条
例
に
よ
る
調
査
計
画
書
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
環
境
局
総
務
部
環
境
政
策
課
）…
�

規

則
（
公
）

○
警
視
庁
警
察
職
員
の
職
名
に
関
す
る
規
則
等
の
一
部
を
改

正
す
る
規
則
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
�

公

告

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
の
変
更
の
認
証
申
請
…
…

…
…
…
…
…
…
…（
生
活
文
化
局
都
民
生
活
部
管
理
法
人
課
）…
�

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
の
認
証
申
請
…
…
…
…（
同
）…
�

○
認
定
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
代
表
者
の
氏
名
の
変
更
の

届
出
及
び
定
款
の
変
更
の
届
出
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
同
）…
�

○
認
定
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
代
表
者
の
氏
名
の
変
更
の

届
出
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
同
）…
�

規

則

都
市
再
生
特
別
措
置
法
に
基
づ
く
都
市
再
生
安
全
確
保
計
画
に
係

る
特
例
措
置
に
関
す
る
事
務
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を

公
布
す
る
。

平
成
二
十
九
年
一
月
二
十
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
六
号

都
市
再
生
特
別
措
置
法
に
基
づ
く
都
市
再
生
安
全
確

保
計
画
に
係
る
特
例
措
置
に
関
す
る
事
務
施
行
細
則

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

都
市
再
生
特
別
措
置
法
に
基
づ
く
都
市
再
生
安
全
確
保
計
画
に
係

る
特
例
措
置
に
関
す
る
事
務
施
行
細
則
（
平
成
二
十
五
年
東
京
都
規

則
第
八
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
中
「
第
一
条
の
十
二
第
一
項
」
を
「
第
一
条
の
十
三
第
一

項
」
に
、
「
第
一
条
の
十
五
」
を
「
第
一
条
の
十
六
」
に
、
「
第
一

条
の
十
九
」
を
「
第
一
条
の
二
十
」
に
改
め
る
。

第
七
条
中
「
第
一
条
の
十
八
第
一
項
」
を
「
第
一
条
の
十
九
第
一

項
」
に
改
め
る
。

第
八
条
第
一
項
中
「
第
一
条
の
十
四
第
一
項
」
を
「
第
一
条
の
十

五
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
及
び
第
三
項
中
「
第
一
条
の
十

四
第
二
項
」
を
「
第
一
条
の
十
五
第
二
項
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項

中
「
第
一
条
の
十
七
」
を
「
第
一
条
の
十
八
」
に
改
め
、
同
条
第
五

項
中
「
第
一
条
の
二
十
一
」
を
「
第
一
条
の
二
十
二
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

告

示

◉
東
京
都
告
示
第
六
十
六
号

東
京
都
青
少
年
の
健
全
な
育
成
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
九
年

東
京
都
条
例
第
百
八
十
一
号
）
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
青

少
年
の
健
全
な
育
成
を
阻
害
す
る
も
の
と
し
て
、
次
の
と
お
り
指
定

す
る
。平

成
二
十
九
年
一
月
二
十
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

図
書
類

指
定
番
号

種
類

名
称
、
号
刊
、
共
通
雑
誌

コ
ー
ド
及
び
発
行
業
者

指
定
理
由

四
二
三
五

雑
誌

コ
ミ
ッ
ク
ア
ム
ー
ル

Ｎ

ｏ
．
２
８
３

２
０
１
７
年

１
月
号

〇
三
八
〇
一－

〇
一

サ
ン
・
メ
デ
ィ
ア
レ
ッ
プ

株
式
会
社

著
し
く
性
的
感

情
を
刺
激
し
、

青
少
年
の
健
全

な
成
長
を
阻
害

す
る
お
そ
れ
が

あ
る
。

◉
東
京
都
告
示
第
六
十
七
号

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
。
以
下
「
法
」

と
い
う
。
）
第
四
十
二
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と

お
り
道
路
を
指
定
し
た
。

な
お
、
関
係
図
書
は
、
東
京
都
多
摩
建
築
指
導
事
務
所
に
備
え
置

い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
九
年
一
月
二
十
日

東
京
都
多
摩
建
築
指
導
事
務
所
長

金

子

博
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指
定
に
係
る
道

路
の
種
類

指
定
年
月
日

指
定
に
係
る
道

路
の
位
置

指
定
に
係
る
道

路
の
延
長
及
び

幅
員
（
単
位
メ

ー
ト
ル
）

法
第
四
十
二
条

第
一
項
第
四
号

の
規
定
に
よ
る

道
路

平
成
二
十
八

年
十
二
月
十

二
日

稲
城
市
大
字
坂

浜
字
十
三
号
八

百
十
九
番
一
及

び
同
番
八
の
各

一
部

延
長三

二
・
六
〇

幅
員

六
・
〇
〇

◉
東
京
都
告
示
第
六
十
八
号

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
。
以
下
「
法
」

と
い
う
。
）
第
四
十
二
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と

お
り
道
路
の
位
置
を
指
定
し
た
。

な
お
、
関
係
図
書
は
、
東
京
都
多
摩
建
築
指
導
事
務
所
に
備
え
置

い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
九
年
一
月
二
十
日

東
京
都
多
摩
建
築
指
導
事
務
所
長

金

子

博

指
定
に
係
る
道

路
の
種
類

指
定
年
月
日

指
定
に
係
る
道

路
の
位
置

指
定
に
係
る
道

路
の
延
長
及
び

幅
員
（
単
位
メ

ー
ト
ル
）

法
第
四
十
二
条

第
一
項
第
五
号

の
規
定
に
よ
る

道
路

平
成
二
十
八

年
十
二
月
十

二
日

小
平
市
学
園
東

町
四
百
九
十
一

番
十
、
同
番
十

一
及
び
同
番
十

二

延
長二

六
・
一
六

幅
員

四
・
〇
〇

◉
東
京
都
告
示
第
六
十
九
号

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
。
以
下
「
法
」

と
い
う
。
）
第
四
十
二
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定
に
よ
る
道
路
の
位

置
の
指
定
を
次
の
と
お
り
変
更
し
た
。

な
お
、
関
係
図
書
は
、
東
京
都
多
摩
建
築
指
導
事
務
所
に
備
え
置

い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
九
年
一
月
二
十
日

東
京
都
多
摩
建
築
指
導
事
務
所
長

金

子

博

変
更
に
係
る
道

路
の
種
類

変
更
年
月
日

変
更
に
係
る
道

路
の
位
置

変
更
に
係
る
道

路
の
延
長
及
び

幅
員
（
単
位
メ

ー
ト
ル
）

法
第
四
十
二
条

第
一
項
第
五
号

の
規
定
に
よ
る

道
路

平
成
二
十
八

年
十
二
月
十

二
日

小
平
市
学
園
東

町
四
百
九
十
一

番
十
三

延
長一

〇
・
三
六

幅
員

四
・
〇
〇

◉
東
京
都
告
示
第
七
十
号

東
京
都
環
境
影
響
評
価
条
例
（
昭
和
五
十
五
年
東
京
都
条
例
第
九

十
六
号
）
第
四
十
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
立
川
都
市
計
画
道

路
三
・
三
・
三
十
号
立
川
東
大
和
線
（
立
川
市
羽
衣
町
二
丁
目
〜
栄

町
四
丁
目
間
）
建
設
事
業
に
つ
い
て
、
環
境
影
響
評
価
調
査
計
画
書

（
以
下
「
調
査
計
画
書
」
と
い
う
。
）
の
提
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同

条
例
第
四
十
四
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
九
年
一
月
二
十
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

事
業
者
の
名
称
、
代
表
者
の
氏
名
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在

地
東
京
都

東
京
都
知
事

小
池

百
合
子

新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号

二

対
象
事
業
の
名
称
及
び
種
類

立
川
都
市
計
画
道
路
三
・
三
・
三
十
号
立
川
東
大
和
線
（
立
川

市
羽
衣
町
二
丁
目
〜
栄
町
四
丁
目
間
）
建
設
事
業

道
路
の
新
設

三

対
象
事
業
の
内
容
の
概
略

対
象
事
業
は
、
立
川
都
市
計
画
道
路
三
・
三
・
三
十
号
立
川
東

大
和
線
の
う
ち
、
立
川
市
羽
衣
町
二
丁
目
地
内
を
起
点
と
し
、
立

川
市
栄
町
四
丁
目
地
内
を
終
点
と
す
る
延
長
約
一
・
七
キ
ロ
メ
ー

ト
ル
の
区
間
に
お
い
て
、
平
面
構
造
で
往
復
四
車
線
の
道
路
を
整

備
す
る
も
の
で
あ
る
。

四

周
知
地
域
の
範
囲

立
川
市

泉
町
、
栄
町
一
丁
目
、
栄
町
三
丁
目
、
栄
町
四
丁
目
、

高
松
町
一
丁
目
、
高
松
町
二
丁
目
、
曙
町
三
丁
目
、

羽
衣
町
一
丁
目
及
び
羽
衣
町
二
丁
目
の
区
域

国
立
市

西
一
丁
目
及
び
北
三
丁
目
の
区
域

五

調
査
、
予
測
及
び
評
価
の
項
目

事
業
者
は
、
対
象
事
業
の
内
容
と
対
象
事
業
の
事
業
地
周
辺
の

地
域
概
況
を
考
慮
し
た
結
果
、
大
気
汚
染
、
騒
音
・
振
動
、
土
壌

汚
染
、
景
観
及
び
廃
棄
物
を
調
査
、
予
測
及
び
評
価
の
項
目
と
し

て
選
定
し
て
い
る
。

六

調
査
計
画
書
の
縦
覧

㈠

期
間

平
成
二
十
九
年
一
月
二
十
日
か
ら
同
月
三
十
日
ま
で
。
た
だ

し
、
日
曜
日
及
び
土
曜
日
を
除
く
。

㈡

時
間

午
前
九
時
三
十
分
か
ら
午
後
四
時
三
十
分
ま
で

㈢

場
所

ア

立
川
市
環
境
下
水
道
部
環
境
対
策
課

立
川
市
泉
町
千
百
五
十
六
番
地
の
九
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イ

国
立
市
生
活
環
境
部
環
境
政
策
課

国
立
市
富
士
見
台
二
丁
目
四
十
七
番
一
号

ウ

東
京
都
環
境
局
総
務
部
環
境
政
策
課

新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号

東
京
都
庁
第
二
本
庁

舎
二
十
三
階

エ

東
京
都
多
摩
環
境
事
務
所
管
理
課

立
川
市
錦
町
四
丁
目
六
番
三
号

東
京
都
立
川
合
同
庁
舎

三
階

七

都
民
の
意
見
書
の
提
出

㈠

提
出
方
法

持
参
又
は
郵
送

㈡

記
載
事
項

ア

氏
名
及
び
住
所
（
法
人
そ
の
他
の
団
体
に
あ
っ
て
は
、
名

称
、
代
表
者
の
氏
名
及
び
東
京
都
の
区
域
内
に
存
す
る
事
務

所
又
は
事
業
所
の
所
在
地
）

イ

対
象
事
業
の
名
称

ウ

環
境
の
保
全
の
見
地
か
ら
の
意
見

㈢

期
限

平
成
二
十
九
年
二
月
八
日

㈣

提
出
先

東
京
都
環
境
局
総
務
部
環
境
政
策
課

郵
便
番
号
一
六
三－

八
〇
〇
一

新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八

番
一
号

規

則
（
公
）

警
視
庁
警
察
職
員
の
職
名
に
関
す
る
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る

規
則
を
公
布
す
る
。

平
成
２９年

１
月
２０日

東
京
都
公
安
委
員
会

委
員
長

渡
邊

佳
英

◉
東
京
都
公
安
委
員
会
規
則
第
１
号

警
視
庁
警
察
職
員
の
職
名
に
関
す
る
規
則
等
の
一
部

を
改
正
す
る
規
則

（
警
視
庁
警
察
職
員
の
職
名
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

第
１
条

警
視
庁
警
察
職
員
の
職
名
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
４７年

４

月
１
日
東
京
都
公
安
委
員
会
規
則
第
１
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

第
１
条
、
第
２
条
及
び
第
４
条
中
「
一
般
職
員
」
を
「
警
察
行

政
職
員
」
に
改
め
る
。

（
警
視
庁
組
織
規
則
の
一
部
改
正
）

第
２
条

警
視
庁
組
織
規
則
（
昭
和
４７年

４
月
１
日
東
京
都
公
安
委

員
会
規
則
第
２
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
９
条
第
２
号
及
び
第
３
号
並
び
に
第
１０条

第
１
号
及
び
第
３

号
中
「
一
般
職
員
」
を
「
警
察
行
政
職
員
」
に
改
め
る
。

（
放
置
違
反
金
に
係
る
納
付
命
令
、
督
促
及
び
滞
納
処
分
並
び
に
延

滞
金
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

第
３
条

放
置
違
反
金
に
係
る
納
付
命
令
、
督
促
及
び
滞
納
処
分
並

び
に
延
滞
金
に
関
す
る
規
則
（
平
成
１８年

５
月
１９日

東
京
都
公
安

委
員
会
規
則
第
１０号

）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
１０条

第
１
項
中
「
一
般
職
員
」
を
「
警
察
行
政
職
員
」
に
改

め
る
。附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
２９年

４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。

公

告

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
の
変
更
の
認
証
の
申

請
に
つ
い
て

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
二
十
五

条
第
四
項
に
規
定
す
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
の
変
更
の
認

証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
十
条
第
二
項
及
び
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
施
行
条
例
の
施
行
に

関
す
る
規
則
（
平
成
十
年
東
京
都
規
則
第
二
百
四
十
三
号
）
第
八
条

に
お
い
て
準
用
す
る
同
規
則
第
三
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

公
告
す
る
。

平
成
二
十
九
年
一
月
二
十
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
八
年
十
一
月
二
十
八
日

二

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
桜
実
会

三

代
表
者
の
氏
名

三
浦

光
利

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

東
京
都
町
田
市
玉
川
学
園
二
丁
目
一
番
一
号

プ
リ
エ
玉
学
一

階
五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
町
田
市
及
び
そ
の
周
辺
地
域
に
お
い
て
、
高
度

な
福
祉
サ
ー
ビ
ス
を
必
要
と
し
て
い
る
高
齢
者
や
障
が
い
者
に
対

し
て
、
自
立
し
社
会
・
経
済
・
文
化
等
の
社
会
生
活
に
参
加
す
る

機
会
を
得
ら
れ
る
よ
う
に
、
介
護
・
看
護
・
福
祉
サ
ー
ビ
ス
・
在

宅
生
活
支
援
等
に
関
す
る
事
業
を
行
い
、
も
っ
て
地
域
福
祉
の
総

合
的
・
質
的
向
上
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
（
以
上
原

文
の
ま
ま
掲
載
）
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一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
八
年
十
一
月
二
十
八
日

二

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
日
本
沙
漠
緑
化
実
践
協
会

三

代
表
者
の
氏
名

藤
田

佳
久

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

東
京
都
千
代
田
区
外
神
田
五
丁
目
五
番
五
号

沼
田
ビ
ル
二
階

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
広
く
一
般
市
民
を
対
象
と
し
て
、
沙
漠
の
緑
化
、

開
発
事
業
及
び
国
内
外
に
お
け
る
全
般
的
な
環
境
保
全
事
業
を
実

践
し
、
こ
の
た
め
の
調
査
、
研
究
、
教
育
事
業
の
推
進
及
び
人
材

育
成
を
行
い
、
も
っ
て
地
球
環
境
の
維
持
、
向
上
を
図
る
こ
と
を

目
的
と
す
る
。
（
以
上
原
文
の
ま
ま
掲
載
）

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
八
年
十
一
月
二
十
九
日

二

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
タ
ウ
ン
ア
ー
ト
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
研
究
所

三

代
表
者
の
氏
名

中
村

良
三

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

東
京
都
千
代
田
区
平
河
町
二
丁
目
四
番
十
六
号

平
河
中
央
ビ

ル
四
Ｃ

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

新
し
い
街
、
古
い
街
、
駅
の
あ
る
街
が
、
文
化
、
芸
術
、
ス
ポ

ー
ツ
を
通
し
て
人
々
が
集
ま
っ
て
く
る
街
と
な
る
た
め
の
活
動
を

す
る
と
と
も
に
、
海
外
に
も
そ
の
活
動
を
発
信
し
て
い
く
。
（
以

上
原
文
の
ま
ま
掲
載
）

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
八
年
十
一
月
二
十
九
日

二

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
青
春
基
地

三

代
表
者
の
氏
名

石
黒

和
己

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

東
京
都
渋
谷
区
千
駄
ケ
谷
五
丁
目
三
十
三
番
三
号

新
宿
ネ
オ

ン
ビ
ル
四
〇
二
号
室

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
「
想
定
外
の
未
来
を
つ
く
る
！
」
を
コ
ン
セ
プ

ト
に
、
ア
ク
シ
ョ
ン
か
ら
学
ぶ
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
型
学
習
や
発
信
活

動
に
関
す
る
事
業
を
行
い
、
中
高
生
を
中
心
と
し
た
子
ど
も
・
若

者
の
学
ぶ
こ
と
へ
の
好
奇
心
や
意
欲
を
喚
起
し
、
社
会
を
生
き
て

い
く
う
え
で
必
要
な
汎
用
的
ス
キ
ル
を
そ
な
え
、
一
人
一
人
が
社

会
や
環
境
の
変
化
を
厭
わ
ず
、
主
体
性
を
も
っ
て
社
会
に
参
画
し

て
い
け
る
よ
う
に
な
る
こ
と
を
目
指
す
。
（
以
上
原
文
の
ま
ま
掲

載
）

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
の
認
証
申
請
に
つ
い
て

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
十
条
第

一
項
に
規
定
す
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
の
認
証
の
申
請
が

あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
二
項
及
び
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
施
行
条

例
の
施
行
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
年
東
京
都
規
則
第
二
百
四
十
三

号
）
第
三
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
九
年
一
月
二
十
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
八
年
十
一
月
九
日

二

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
府
中
フ
ッ
ト
ボ
ー
ル
ア
カ
デ
ミ
ー

三

代
表
者
の
氏
名

小
澤

量

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

東
京
都
府
中
市
新
町
一
丁
目
三
十
八
番
地
の
五

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
広
く
一
般
市
民
を
対
象
と
し
て
、
ス
ポ
ー
ツ
を

通
じ
た
青
少
年
の
健
全
育
成
に
関
す
る
事
業
お
よ
び
ス
ポ
ー
ツ
を

通
じ
た
地
域
貢
献
に
関
す
る
事
業
等
を
行
い
、
地
域
ス
ポ
ー
ツ
を

通
じ
た
青
少
年
の
健
全
な
成
長
に
寄
与
し
、
ひ
い
て
は
誰
も
が
ス

ポ
ー
ツ
を
楽
し
み
、
健
康
で
心
豊
か
に
暮
ら
せ
る
社
会
の
実
現
に

貢
献
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
（
以
上
原
文
の
ま
ま
掲
載
）

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
八
年
十
一
月
十
一
日

二

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
Ｐ
ａ
ｓ
ｔ
ｅ
ｌ
・
Ｓ
ｗ
ｉ
ｔ
ｃ
ｈ

三

代
表
者
の
氏
名

大
塚

智
則

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

東
京
都
足
立
区
大
谷
田
五
丁
目
二
十
二
番
十
六
号

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
広
く
一
般
市
民
を
対
象
と
し
て
、
演
劇
や
朗
読

の
定
期
的
な
公
演
、
話
術
演
習
を
通
じ
て
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
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ン
能
力
の
向
上
、
福
祉
施
設
で
の
演
劇
会
に
関
す
る
事
業
を
通
じ

て
、
地
域
の
文
化
及
び
芸
術
の
振
興
と
子
ど
も
の
健
全
育
成
に
努

め
る
こ
と
で
、
人
と
人
と
が
よ
り
良
く
交
流
を
持
て
る
社
会
教
育

の
推
進
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
（
以
上
原
文
の
ま
ま

掲
載
）

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
八
年
十
一
月
十
四
日

二

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
全
日
本
華
人
科
学
技
術
促
進
会

三

代
表
者
の
氏
名

Ｍ
Ａ
Ｏ

Ｗ
Ｅ
Ｉ

毛

偉
（
モ
ウ

イ
）

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

東
京
都
豊
島
区
東
池
袋
一
丁
目
四
十
二
番
十
四
号

山
京
ビ
ル

六
〇
一

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
世
界
中
の
華
人
華
僑
研
究
者
及
び
留
学
生
を
主

体
と
し
て
、
日
本
を
は
じ
め
と
し
た
世
界
各
地
で
の
科
学
技
術
及

び
文
化
の
交
流
に
対
す
る
促
進
、
支
援
等
に
関
す
る
事
業
を
通
じ

て
、
よ
り
多
く
の
人
々
が
科
学
技
術
、
文
化
交
流
活
動
に
積
極
的

に
参
加
し
、
科
学
技
術
、
文
化
の
発
展
を
維
持
で
き
る
力
を
育
て
、

社
会
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
（
以
上
原
文
の
ま
ま
掲

載
）

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
八
年
十
一
月
十
四
日

二

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
フ
ー
ド
バ
ン
ク
八
王
子
え
が
お

三

代
表
者
の
氏
名

佐
野

英
司

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

東
京
都
八
王
子
市
追
分
町
六
番
十
四
号

フ
ォ
ー
ラ
ム
は
ち
お

う
じ
三
〇
三

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
安
全
な
食
品
等
を
、
企
業
や
商
店
、
農
家
、
個

人
な
ど
か
ら
提
供
し
て
も
ら
い
、
生
活
に
困
窮
し
て
い
る
個
人
、

家
庭
、
福
祉
施
設
や
子
ど
も
食
堂
な
ど
に
届
け
る
フ
ー
ド
バ
ン
ク

事
業
を
展
開
す
る
と
と
も
に
、
社
会
の
食
品
ロ
ス
の
削
減
と
有
効

活
用
を
通
し
て
、
食
品
が
無
駄
な
く
消
費
さ
れ
、
誰
も
が
食
を
分

か
ち
合
い
、
と
も
に
暮
ら
せ
る
心
ゆ
た
か
な
地
域
社
会
づ
く
り
に

寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
に
す
る
。
（
以
上
原
文
の
ま
ま
掲
載
）

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
八
年
十
一
月
十
五
日

二

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
お
い
し
い
空
気
と
お
い
し
い
ご
は
ん

三

代
表
者
の
氏
名

柿
野

拓

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

東
京
都
小
金
井
市
東
町
三
丁
目
五
番
二
十
九
号

（
十
五
）

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
広
く
一
般
市
民
を
対
象
と
し
て
、
禁
煙
推
進
に

関
す
る
活
動
を
行
い
、
個
人
の
健
康
と
そ
れ
に
伴
う
医
療
費
の
削

減
、
飲
食
店
の
健
全
な
成
長
と
そ
れ
に
伴
う
食
文
化
の
正
し
い
発

展
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
（
以
上
原
文
の
ま
ま
掲

載
）

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
八
年
十
一
月
十
五
日

二

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
ラ
イ
フ
パ
ー
ト
ナ
ー
ズ

三

代
表
者
の
氏
名

伊
藤

久
幸

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

東
京
都
北
区
田
端
四
丁
目
七
番
十
四
号

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
高
齢
者
と
そ
の
支
え
手
で
あ
る
家
族
に
対
し
、

終
活
の
サ
ポ
ー
ト
を
通
し
て
、
高
齢
者
自
身
の
尊
厳
を
保
持
し
た

満
足
な
生
活
の
実
現
と
、
支
え
る
側
の
負
担
軽
減
に
寄
与
し
、
併

せ
て
「
高
齢
者
」
「
家
族
」
「
地
域
社
会
」
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
作

り
を
目
的
と
す
る
。
（
以
上
原
文
の
ま
ま
掲
載
）

認
定
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
代
表
者
の
氏
名
の
変

更
の
届
出
及
び
定
款
の
変
更
の
届
出
に
つ
い
て

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
五
十
三

条
第
一
項
に
規
定
す
る
代
表
者
の
氏
名
の
変
更
の
届
出
及
び
同
法
第

四
十
九
条
第
二
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
定
款
の
変
更
の
届

出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
五
十
三
条
第
二
項
及
び
特
定
非
営
利
活

動
促
進
法
施
行
条
例
の
施
行
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
年
東
京
都
規

則
第
二
百
四
十
三
号
）
第
二
十
二
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と

お
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
九
年
一
月
二
十
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

名
称



平成29年1月20日（金曜日）東 京 都 公 報（第16289号） ６

特
定
非
営
利
活
動
法
人
Ｍ
Ｓ
キ
ャ
ビ
ン

二

代
表
者
の
氏
名

上
野

郷
子

三

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

東
京
都
荒
川
区
荒
川
一
丁
目
四
十
七
番
七－

五
〇
五
号

認
定
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
代
表
者
の
氏
名
の
変

更
の
届
出
に
つ
い
て

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
五
十
三

条
第
一
項
に
規
定
す
る
代
表
者
の
氏
名
の
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
の

で
、
同
法
第
五
十
三
条
第
二
項
及
び
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
施
行

条
例
の
施
行
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
年
東
京
都
規
則
第
二
百
四
十

三
号
）
第
二
十
二
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
九
年
一
月
二
十
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
ヒ
ュ
ー
マ
ン
ラ
イ
ツ
・
ナ
ウ

二

代
表
者
の
氏
名

金

み
つ
子
（
申

惠
丰
）

三

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

東
京
都
台
東
区
上
野
五
丁
目
三
番
四
号

一

名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
Ａ
Ｌ
Ｌ

Ｏ
Ｎ
Ｅ

Ｅ
Ａ
Ｒ
Т
Ｈ

二

代
表
者
の
氏
名

窪
田

英
明

三

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

東
京
都
荒
川
区
町
屋
三
丁
目
二
番
一
号

ラ
イ
オ
ン
ズ
プ
ラ
ザ

町
屋
Ｂ
一
二
一

一

名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
み
ら
い
の
森

二

代
表
者
の
氏
名

Ｃ
О
Ｘ

Ｄ
Ａ
Ｎ
Ｉ
Ｅ
Ｌ

О
Ｃ
О
Ｎ
Ｎ
Ｅ
Ｌ
Ｌ

三

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

東
京
都
調
布
市
若
菜
町
二
丁
目
二
十
二
番
地
四
十

栗
山
第
二

マ
ン
シ
ョ
ン
四
〇
一

発 行
東

京

都

東
京
都
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号

電
話

〇
三（
五
三
二
一
）一
一
一
一（
代
）
郵便番号
１６３―８００１
定 価

本
号

三
〇
円

一
箇
月

六
、
六
〇
〇
円

（
郵
送
料
を
含
む
。）
印刷所

勝

美

印

刷

株

式

会

社

東
京
都
文
京
区
白
山
一
丁
目
十
三
番
七
号

電
話

〇
三（
三
八
一
二
）五
二
〇
一（
代
）
郵便番号
１１３―０００１


